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規 則

北海道循環資源利用促進税条例の施行期日を定める規則をここに公布する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道循環資源利用促進税条例の施行期日を定める規則

北海道循環資源利用促進税条例（平成 年北海道条例第 号）の施行期日は、平成 年
月１日とする。ただし、同条例附則第５項から第７項までの規定の施行期日は、同年８月
１日とする。

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条において準用する同法第 条第２項の規定に
より、平成 年６月５日、美瑛川地区土地改良区連合の定款の変更を認可した。

平成 年６月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、道営土地改良（栄
地区経営体育成基盤整備（区画整理、農業用用排水、暗きょ））事業の土地改良事業変更計
画を定めた。
その関係書類は、北海道空知支庁に備え置いて、平成 年６月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第 項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 茅部郡森町字三岱 の４から の６まで（以上３筆

について次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 風害の防備
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解 除 の 理 由 農道用地とするため
２ 解除予定保安林の所在場所 十勝郡浦幌町字ヌタベツト の１（次の図に示す部

分に限る。）
保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 用排水路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を関係支庁産業振興部林務課及び関係町役場に備え置
いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内１の （次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地及び河川管理施設用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振支庁産業振興部林務課及び厚真町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

２ 指定施業要件の変更に係る保 厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所
保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
３ 指定施業要件の変更に係る保 厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 霧害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
４ 指定施業要件の変更に係る保 厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 干害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 年法律第

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
厚岸郡厚岸町・浜中町（以上２町について次の図に
示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
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号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区
域及び土砂災害特別警戒区域に指定する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小 銭函１丁目１（ １ ）

２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小 市銭函１丁目（次の図のとおり）

３ 土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊

４ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関
する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり
（「次の図」は省略し、その図面を北海道小 土木現業所及び小 市役所に備え置いて縦

覧に供する。）

北海道告示第 号

都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
変更した。
その都市計画の図書は、北海道建設部まちづくり局都市計画課に備え置いて一般の縦覧に
供する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 札幌圏都市計画都市高速鉄道に係る事項

都市計画の種類 都市高速鉄道
都市計画を定める土地の区域
名 称 起 点 終 点 主な経過地
北海道旅客鉄道株式 江別市大麻中 江別市高砂町 江別市野幌町
会社函館本線 町
（縦覧に供する都市計画の変更の案のとおり）

２ 札幌圏都市計画道路に係る事項
都市計画の種類 道路
都市計画を定める土地の区域
種 別 名 称 起 点 終 点 主な経過地
幹線街路 号 ８ 丁 目 通 江別市東野幌 江別市元野幌 江別市野幌町

本町
幹線街路 号札幌・江別通 札幌市中央区 江別市大川通 札幌市厚別区

北２条東 丁 大谷地西１丁
目 目

幹線街路 号 南 大 通 江別市江別太 江別市 ヶ丘 江別市上江別
幹線街路 号 白 樺 通 江別市東野幌 江別市野幌代 江別市野幌町

々木町
幹線街路 号 中 原 通 江別市東野幌 江別市幸町 江別市東野幌

町
幹線街路 号 鉄 西 線 江別市野幌町 江別市弥生町 江別市高砂町
（縦覧に供する都市計画の変更の案のとおり）

３ 札幌圏都市計画公園に係る事項
都市計画の種類 公園
都市計画を定める土地の区域
名称 東野幌総合公園
位置 江別市野幌東町、あさひが丘及び東野幌
（縦覧に供する都市計画の変更の案のとおり）

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項忠類村農業協同組合の事項中「忠類村農業協同組合」を「忠類農業
協同組合」に改め、同項音別町農業協同組合の事項を次のように改める。
釧路丹頂農業協同組合 平成 釧路丹頂農業協同組合音別支所

支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月 日

北海道石狩支庁長 三 好 昇
１ 入札に付する事項
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調達をする物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック １台
交換契約により除雪トラック１台（ 級、 × 、 ）を契約の相手方に供

し、除雪トラック１台（ 級、 × 、 ）を当該契約の相手方から調達する。
イ 除雪グレーダ ２台
交換契約により除雪グレーダ２台（ 級、１ ）を契約の相手方に供し、除雪
グレーダ２台（ 級、 ）を当該契約の相手方から調達する。
ウ 除雪トラック １台
交換契約により除雪ドーザ１台（ 級、 ）を契約の相手方に供し、除雪トラ

ック１台（ 級、 × 、 ）を当該契約の相手方から調達する。
エ 除雪グレーダ ２台
交換契約により除雪グレーダ２台（ 級、１ ）を契約の相手方に供し、除雪

グレーダ２台（ 級、１ ）を当該契約の相手方から調達する。
オ 除雪トラック １台

交換契約により除雪トラック１台（ 級、ダンプ、 ）を契約の相手方に供し、
除雪トラック１台（ 級、 × 、 ）を当該契約の相手方から調達する。
カ 除雪トラック １台
交換契約により除雪ドーザ１台（ 級、汎用カプラ）を契約の相手方に供し、除
雪トラック１台（ 級、 × 、 １ ）を当該契約の相手方から調達する。

キ ロータリ除雪車 １台
交換契約により小型除雪車１台（ 級）を契約の相手方に供し、ロータリ除雪車
１台（ 、 級）を当該契約の相手方から調達する。
アからキまでは、それぞれの入札とする。
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 限 平成 年 月 日
納 入 場 所 北海道石狩支庁長が指定する場所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該物品調達又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があること。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査

この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日から７月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区南 条西 丁目

札幌土木現業所企画総務部総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道札幌土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区南 条西 丁目 北海道札幌土木現業所第１会

議室（送付による場合は、郵便番号 北海道札幌土
木現業所企画総務部総務課）

入 札 日 時 平成 年８月２日 午後１時 分
（送付による場合は、必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道札幌土木現業所企画総務部総務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：

＠ ）で申し込むこと。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道札幌土木現業所企画総務部総務課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区南 条西 丁目
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電話番号 内線

．
．

．

．

．

．

．

．

．
．

２ 業務停止の期間
平成 年６月 日から８月 日までの間の 日間

３ 業務停止の範囲
新規（金銭の借換を含む。以下同じ。）の金銭の貸付、新規の金銭の貸借の媒介及び新
規の金銭の貸付の代理業務。 ただし、行政処分の効力発生以前に資金需要者等から申込
等があり、金銭の貸付等を行わなかったときに資金需要者等に損害が発生すると見込まれ
る場合は、法に違反しない部分に関する業務についてのみ行うことができる。

北海道後志支庁告示第４号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成 年６月 日

北海道後志支庁長 伊 東 和 紀
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック ５台

交換契約により除雪トラック３台（ 級）及び除雪グレーダ２台（ 級１台、
級１台）を契約の相手方に供し、除雪トラック５台（ 級、 × 、

付４台、 （マックレー）付１台）を当該契約の相手方から調達する。
イ 除雪グレーダ ２台
交換契約により除雪グレーダ２台（ 級）を契約の相手方に供し、除雪グレー

ダ２台（ 級、シャッタ ブレード付１台、１ シャッタ ブレード付１台）を
当該契約の相手方から調達する。
ア及びイについては、それぞれの入札とする。
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 限 日
ア 平成 年 月 日
イ 平成 年 月 日
納 入 場 所
ア 北海道小 土木現業所蘭越出張所１台、北海道小 土木現業所余市出張所１台、北
海道小 土木現業所共和出張所２台、北海道小 土木現業所真狩出張所１台
イ 北海道小 土木現業所蘭越出張所１台、北海道小 土木現業所事業課１台

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

北海道石狩支庁告示第 号

貸金業の規制等に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の貸
金業者に対し貸金業の業務について停止処分をしたので、同法第 条の規定により公告する。
平成 年６月 日

北海道石狩支庁長 三 好 昇
１ 処分を行った貸金業者

住 所 商 号 又 は 名 称 氏 名 登 録 番 号

札幌市中央区南 条西 丁目１番 号
さくらビル７階 有限会社トゥエンティフォー 杉 本 珠 美 北海道知事

石第 号

札幌市東区北 条東５丁目１番 号
コーポ ２階２号 武田商事 武 田 恭 一 北海道知事

石第 号
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平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資
格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該物品調達又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日から７月 日まで（土曜日及び日曜日を除

く。）
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 小 市奥沢１丁目 番１号

北海道小 土木現業所企画総務部総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道小 土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 小 市奥沢１丁目 番１号 北海道小 土木現業所３階会議

室（送付による場合は、郵便番号 小 市奥沢１丁
目 番１号 北海道小 土木現業所企画総務部総務課）

入 札 日 時 平成 年７月 日 午後１時 分（送付による場合は、平成
年７月 日必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道小 土木現業所企画総務部総務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る

返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手を添えて、 の場所に申し込むこ
と。
また、北海道のホームページ（

）からダウンロードすることができる。
８ 落札者の決定方法
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 のイ、 、 、 、 、 及び によるほか、

次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道小 土木現業所企画総務部総務課
所 在 地 郵便番号 小 市奥沢１丁目 番１号

電話番号 内線

．
．

．

．
．

北海道宗谷支庁告示第３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年６月 日

北海道宗谷支庁長 日 野 健 一
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
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ア ロータリ除雪車 ２台
交換契約によりロータリ除雪車２台（ 級）を契約の相手方に供し、ロータリ

除雪車２台（ ・ 級）を当該契約の相手方から調達する。
イ 除雪トラック ５台
交換契約により除雪トラック５台（ 級３台、７ 級２台）を契約の相手方に供

し、除雪トラック５台（ 級、 × 、 ・ ・ 付１台、 ・ ・ マックレー付
２台、 ・ 付２台）を当該契約の相手方から調達する。
ウ 凍結防止剤散布車 １台
交換契約により凍結防止剤散布装置（ 級車載式）を契約の相手方に供し、凍

結防止剤散布車１台（自走４輪駆動、 級、溶液供給装置付）を当該契約の相手
方から調達する。
アからウまでについては、それぞれの入札とする。
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年 月 日
納 入 場 所
ア 北海道稚内土木現業所事業課 １台
北海道稚内土木現業所歌登出張所 １台

イ 北海道稚内土木現業所事業課 ４台
北海道稚内土木現業所歌登出張所 １台

ウ 北海道稚内土木現業所事業課
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該物品調達又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日から７月７日まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 稚内市末広４丁目２番 号
北海道稚内土木現業所企画総務部総務課

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道稚内土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 稚内市末広４丁目２番 号 北海道宗谷合同庁舎３階入札室

（郵送による場合は、郵便番号 北海道稚内土木現
業所企画総務部総務課）

入 札 日 時 平成 年７月 日 午後２時（郵送による場合は、平成 年
７月 日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道稚内土木現業所企画総務部総務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道稚内土木現業所企画総務部総務課
所 在 地 郵便番号 稚内市末広４丁目２番 号

電話番号

．
．

．
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．

．
．

北海道網走支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年６月 日

北海道網走支庁長 猪 俣 茂 樹
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア ロータリ除雪車 １台
交換契約によりロータリ除雪車１台（ 級）を契約の相手方に供し、ロータリ

除雪車１台（ 級）を当該契約の相手方から調達する。
イ ロータリ除雪車 １台

交換契約によりロータリ除雪車１台（ ）を契約の相手方に供し、ロータリ除
雪車１台（ 級）を当該契約の相手方から調達する。
ウ 除雪グレーダ １台

交換契約により除雪グレーダ１台（ 級）を契約の相手方に供し、除雪グレー
ダ１台（ 級）を当該契約の相手方から調達する。
ア、イ及びウについては、それぞれの入札とする。
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日
ア 平成 年 月 日
イ 平成 年 月 日
ウ 平成 年 月 日
納 入 場 所
ア 北海道網走土木現業所紋別出張所 １台

イ 北海道網走土木現業所紋別出張所 １台
ウ 北海道網走土木現業所斜里出張所 １台

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該物品調達又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日（火）から７月 日（金）まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 網走市北７条西３丁目

北海道網走土木現業所企画総務部総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道網走土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 網走市北７条西３丁目 北海道網走総合庁舎３階１号会議室

（送付による場合は、郵便番号 網走市北７条西３
丁目 北海道網走土木現業所企画総務部総務課）

入 札 日 時 平成 年８月１日（火）午前 時（送付による場合は、必
着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
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交 付 場 所 北海道網走土木現業所企画総務部総務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

ただし、入札説明書の交付に代えて、当該入札説明書の内容
を記録した電磁的記録を電子メールにより送信することもでき
るので、電子メールによる送信を希望する場合は、その旨を電
話で９に定める契約担当組織に申し出ること。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道網走土木現業所企画総務部総務課
所 在 地 郵便番号 網走市北７条西３丁目

電話番号

．
．

．

．

．
．

札 幌 医 科 大 学 告 示

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。

平成 年６月 日
札幌医科大学長 今 井 浩 三

１ 入札に付する事項
調達をする物品等の名称及び数量
放射線治療システム 一式
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年３月 日（水）
納 入 場 所 札幌医科大学附属病院放射線科

２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入に係

る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有しているもの。
道が行う指名競争入札に関して指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者であ
ること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条５の２の規定による

条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者はアからウまでに定めると
ころにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの申請をしなければならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日から７月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目

札幌医科大学事務局業務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
札幌医科大学事務局業務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学附属病院臨床第

一会議室 （送付による場合は、郵便番号 札幌市
中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局業務課）

入 札 日 時 平成 年８月１日（火）午前 時（送付による場合は、平成
年７月 日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
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開 札 日 時 に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手を添えて、札幌医科大学事務局業
務課に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２ のア及び の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の の 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
入札に参加しようとする者は、開札の日の前日までに札幌医科大学長から、提出した
書類等について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 札幌医科大学事務局業務課
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目

電話番号 内線

．

．

．

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年６月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 落札に係る特定役務の名称

札幌医科大学附属病院医療器機等中央管理業務
２ 落札を決定した日
平成 年３月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 株式会社ムトウテクノス
住 所 札幌市中央区北２条西 丁目１番地２

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の告示
平成 年２月 日付け札幌医科大学告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局業務課
所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

道教育庁胆振教育局告示

北海道教育庁胆振教育局告示第７号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年６月 日

北海道教育庁胆振教育局長 羽 山 博 人
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア パーソナルコンピュータの賃貸借（ 台） 一式（１月当たりの単価）
（職業科 台、文書処理装置 台）

イ パーソナルコンピュータの賃貸借（ 台） 一式（１月当たりの単価）
（普通科 台）
調達を要する物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
契 約 期 間
ア 平成 年９月１日から平成 年８月 日まで。ただし、予算の範囲内で、当該契約
期間を変更することがあり得る。
イ 平成 年９月１日から平成 年８月 日まで。ただし、予算の範囲内で、当該契約
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期間を変更することがあり得る。
納 入 期 限 平成 年９月１日（金）
納 入 場 所
ア 北海道室蘭工業高等学校及び北海道苫小牧総合経済高等学校
イ 北海道白老東高等学校

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の

資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者はアからウまで定めると
ころにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければなら
ない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日（火）から７月 日（金）まで（土曜日及

び日曜日を除く。）
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 室蘭市幸町９番 号

北海道教育庁胆振教育局企画総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁胆振教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 室蘭市幸町９番 号 室蘭土木現業所大会議室（送付による

場合は、郵便番号 室蘭市幸町９番 号 北海道教
育庁胆振教育局企画総務課）

入 札 日 時 平成 年８月３日（木）午前 時（送付による場合は、平成
年７月 日（月）までに必着のこと。）

開 札 場 所 に同じ。

開 札 日 時 に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 （１の の
ア及びイを希望する場合は ）に見合う郵便料金に相当す
る郵便切手を添えて あてに申し込むこと。
また、電子メールによる交付を希望する場合は、その旨を
あて（メールアドレス： ＠ ）
に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は、次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で、最低の価格（１月当たりの単価）をもって
入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 分の に
相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者になった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事業を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁胆振教育局企画総務課
イ 所 在 地 郵便番号 室蘭市幸町９番 号

電話番号
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